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コミュニティバス「くにっこ」バス利用特典サービスの取扱いについて 

 

国立市コミュニティバス「くにっこ」では、平成29年度から交通系 ICカードで

の運賃支払いを導入している（同時に①IC運賃新設、②バス利用特典サービス（※）

を適用）。  

 

これまではバス利用特典サービスによるチケット付与分は市の負担ではないも

のとしてIC運賃収入を計上してきたが、今般、運行事業者より「来年度以降、チケ

ット付与分を控除させていただきたい」旨の連絡を受けたところである。 

あわせて、「くにっこ」乗車時におけるチケット付与率については独立して計上で

きない」とのことである。 

 

このことから令和3年度より国立市コミュニティバス「くにっこ」におけるバス

利用特典サービスの扱いは以下の通りとしたい。 

 

（参考） 

・立川バス全路線におけるチケット付与率を平均すると 6.9%とのことなので、令和 3年度の国

立市コミュニティバスIC運賃収入の控除額（見込み）を試算すると以下の通りである。 

16,395,496円（令和3年度IC運賃収入見込額（税込））×6.9%＝1,131,289円 

 

なお、バス利用特典サービスの取扱いの変更する場合には、運行事業者によるシ

ステムの改修が必要となるが、運行事業者の立川バスにおけるチケット付与の停止

に合わせて4月中には実施の方向で立川バスと調整を進める予定である。 

※…バス利用特典サービスにつきましては裏面をご覧ください。 

 

★本資料は一部非公開情報が含まれますので委員止まりとし「取扱い注意」にてお願

い致します。 

・国立市コミュニティバスにおけるバス利用特典サービスを見直し、新規

にチケットを付与することは終了する。 

・利用者のICカードに付与したチケットは、民法による債権の消滅時効の

関係から一定期間使用を認めざるを得ないため、10年間、チケット使用

は継続する。 




